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☆主要判決全文紹介［知財高裁］［上］………… ⑴

主 要 判 決 全 文 紹 介

１．本件訴訟原告（特許無効審判請求人）は、本件訴訟を通じて被告が行った訂正事項１−１を含む特許
請求の範囲は、実質上特許の請求の範囲を拡張し、又は変更するものであると主張した。判決は、プ
ロダクト・バイ・プロセスクレームによる物の発明の判例を判示して、判例に沿い本件訴訟被告（特
許無効審判被請求人）が行った本件訂正事項１−１の訂正は特許法126条６項の要件を満たすとして、
原告の主張を退けた。
２．取消事由３−１（甲５を主引用例とする本件発明２の進歩性の判断の誤り）については、訂正事項１−
１の訂正のとおりである本件発明２を、（１）主引用例である甲５号証の記載事項に、（２）本件優先�

≪知的財産高等裁判所≫
特許無効審判不成立審決取消訴訟

（「紙製包装容器の製造法及び紙製包装容器」発明（特許第4831592号。請求項数３。）の訂正請求認定及び
本件特許の進歩性誤認（プロダクト・バイ・プロセスクレームの訂正要件の誤認及び相違点の誤認）事件）［上］（全２回）

−平成30年（行ケ）第10174号、令和元年12月26日判決言渡−




